
興福寺所蔵「興福寺別当次第略本」

歴史研究室

昨年度は， 00稿寺所蔵「興福寺格別当次第」を紹介したが，その際に関連史料と して取り上

げた「興稿寺別当次第略本J (15函54号)の釈文をここに掲げる。この「別当次第略本」は繊切

紙を， 13紙貼り継いだもので，「権別当次第」と同体裁である。巻首は前欠であり，巻尾は本文

はそこで完了しているごとくであるが，最終紙奥裂に花押半!l!Jiがあり，その花抑が r権別当次

第」の巻首に半額ある花ポl'と接続することから，両者は併せて一巻になっていたことがあるこ

とが判明した。そして「椛別当次第」は興福寺椛別当歴代を明き上げたものに対し，「別当次第

略本」は興福寺寺務 (寺司， 日Ij当ともEli-かれている)歴代をそi:き上げており，併せて興福寺寺

務権別当次第となる。そして「格別当次第」の奥書に「此一巻依有所用子細目:了 宝徳二年九

月日 大法師(花抑)Jとあり，宝徳2年(1450)性写本であることがわかる (昨年度年報参

「別当次第略本」の現状は巻子本小本で，縦14.3cm，一紙長は42cm前後のものが多いが3cm

のものもあり，ぱらつきがある。また各紙に紙??文自:があるが，それは，竪紙の文牲の上半も

しくは下半にあたり，そのうち幾過かは「日IJ当次第略本」中においても，「日Ij当次第略本」と

「権別当次第J とにわたっても後続するものがあり両者の共通性は明らかである。

表紙は新布liで， 外題は際組のjffiりである。表紙見返に大正10年の佐伯定謙Oiliの識語がある。

当本はjjij欠であり，百Ij当は「己講孝忠」から始まり「符l僧正良雅」までの歴代を記する。記載

内容は大字で脅かれた別当名を中心にその日に代数 ・任時の天皇名 ・|刻白名，称号などを記す。

下段には，別当布Ii任年月日，有Ii任時年指令を記し.さらに死没の年月日 と年齢を記すものもある。

さらに事項記載の能跡には，二通りある。後で斡き加えた分には興本と校合があ り，それにつ

いては r J を付した。各紙の継目誕花押は「椴別当次第」と同じように尋i阜の花抑である。

~~尊の花抑は咋i:の日本史 9 J 所収のそれな どとは与もなるが，「春日社経蔵経論注文J (13函2

号) の舟，L~花ポ1 1 (年報1987，口絵 ・P42-45)とは同一であり，この継目裏花押も (それととも

に昨年度年報掲載の「織別当次第」の奥骨花折11も)尋i草花事11とみなしてよかろう。ところで当

本は，巴締孝忠から始まるが，その日に「八代」とあり佐伯師識語が指摘するように重文の

r!J'lJ福寺別当次第」とは興なるなど，その記載は附潔であるとはいえ，検討すべき点がある。す

なわち記紋事項側々についてみても，就任日時やその年齢，また死没のそれについても重文

句IJ当次第」と異なる筒所も多くみられ，それらの詳細な検討は今後の課題である。今回は 「別

当次第略本」の釈文を，紙帽の|制係で全文は:tMil夜できないので抄文というかたちで掲載した。

また，関係写真については前年度年報に数業掲叙しているので参!被されたい。(絞村 宏)
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〔
興
福
寺
別
当
次
第
略
本
〕

(
第
日
函
M
号
)

凡

例I

印
刷
の
都
合
上
、
改
行
等
原
本
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
。

2

追
経
、
典
準
の
部
分
に
は
「
」
を
付
し
た
。
な
お
代
数
を
示
す
数
字
も

異
畿
で
あ
る
。

何
紙
自
に
あ
た
る
か
を
、
紙
継
目
部
分
の
頭
注
で
示
し
た
。

3 

(
前
欠
)

紙
1] 

七
ミ
光[陪
孝巳成

員管
長

芸書
経芯l
'-

「
元
慶
二
年
十
二
月
廿
=
一
日
任
伶
師
、
点
観
十
三
年
お
別

当
也
‘
伊
勢
閑
人
也
、」

八ミ

「
律
師
延
寿

陥
体
制
イ
、
」

光
品
平

九
ミ
ん
十
多
院

房
忠
「
長
者
必
経
」

「
少
僧
郎
、
仁
和
三
年
任
別
当
、
伊
柏
町
四
人
也
、

ニ

イ

今

今

今

φ

」

十 十

~ ~ ~宇
欄欄多

律芸
。市 Z

E 東 1111
zt院申
露呈住 む

平3ι

「
少
僧
郎
、
延
喜
二
年
=
一
月
廿
=
一日
為
別
当
也
、
伊

勢
殴
人
也
、
」

「
延
客
十
年
四
月
甘
二
自
治
別
当
也
、
右
京
人
也
、
」

十

代目E
側

{目
都
民

主基
平継

也
前
回
入
、
少
僧
都
、
「
延
長
六
年
為
別
当
也
」
承
平

元
二
十
六
日
入
減
、

十
四
村代朱
上雀
大院
{首
都
平
j原

「
延
長
九
年
任
別
当
也
、
又
一
玄
十
年
也
、

U
口
問
人

也
、
」

村

上

京

円

十

五

僧

都

杢

硝

「
少
僧
締
イ
」

イ
九

ロ
徳
元
年
十
二
月
九
日
入
邸
卒
天
、
「
天
暦
八
年

十
二
月
廿
四
日
経
別
当
、
俗
姓
ハ
伊
勢
氏
、
平
織
人

也
、
廿
七
日
ィ
、
」

十
三
代

己
務

助

精

「
長
者
袋
町
制
」

「
天
徳
元
年
十
二
月
十
七
日
任
別
当
、
」

十

上

大
僧
コ都西

日延院
と空

十
七
円ミ冷
融然
院少院

僧

E都
者

1室
」フ"i

東
寺
長
者

一4
衆
院
本
町

十

八

苦

少

僧

都

定

昭

内

隊

『

川

m関
川
伊
予
底
辺
」

法
務

蒋

多

院

住

十
九
号

僧

正

真

由同一回

円
融
花
山

一
条
院

「
係
傾
忠
兼
家
近
険
追
笈
」

廿
tt 
一法
金大務
室イ盟
会都

定
隆
「
追
及
」

ロ

条

ザ

北
院
僧
邸

主

主

法

印
大
伯
郡
林
懐

後
一
条
院
「
田
川
辺
良
」

廿

1量毛{量
朱 一

重大条
陥僧

都

宮扶内
ど公

紙
目

廿

大
僧
都

~ JI[ 

詰経院
患救
× 
長

廿
図
i長聖 f量
冷朱

泉僧算
"巳

正
jll -
If~_舟
守歩品院

吉範
子

後

冷

泉

号

中

間

院

廿

五

ミ

大

僧

都

円

縁

廿

1量~ 1長
三冷
条少来

ロ僧
居者日号
西

明苦
懐悶

廿
七
Ip ~ i:主
主E 務
gf留
経

子正号

飛
頼院
信

1自!If
氏保
、四

日年
向七
回月
人七
也目
」入
i世t

E堅
事lイ
元七
年年
~ 
日IJ
当
也

「
山
肌
保
四
年
七
月
廿
自
任
別
当
也
、」

天
Hm
元
年
十
月
三
日
任
寺
務
、
子
時
律
師
、
五
十
九
、

寺
務
ロ
十
年
、
水
制
元
年
三
月
廿
三
日
入
減
、
七
十

一一
、

氷
似
元
三
什
三
日
任
寺
務
、
五
十
三
、
子
時
休
師
、
寺

務
問
廿
五
年
、
H
H
保
三
年
正
月
七
B
入
減
、
七
十
七
、

「イ
二」

「
イ
七
十
」

長
保
二
八
廿
九
日
佳
寺
務
、

子
時
吋
少
僧
都
、
六
十
一

長
和
四
十

一一

日
入
減
、
八
十

一
、
寺
務
十
六
年
、

「
イ
四
」

長
初
五
五
十
五
任
寺
務
、
子
時
少
僧
郎
、
寺
務
間
十

年
、
万
均
二
四
月
四
日
入
減
、
七
十
五
、

「
イ
元
」

万
均
二
六
廿
七
任
奇
務
、
子
時
大
仰
郎
、
六
十
、
苛

務
間
十
一
年
、
長
一冗八
七
七
日
入
滅
、
七
十
、

長
一
冗
八
八
甘
七
日
任
寺
務
、
子
時
少
僧
郎
、
五
十
八
、

寺
務
間
十
年
、
長
久
五
年
五
二
日
入
減
、
六
十
七
、

寛
徳
元
大
廿
五
日
子
時
少
僧
都
、
五
十
九
、
寺
務
川

十

一
年
、
天
門
廿
二
十
二
六
日
入
減
、
六
十
九
、

天
喜
二
正
月
甘
三
日
任
寺
務
、
六
十
て
寺
務
川
十

一、

成
平
三
五
月

一
日
入
減
、
七
十
一
、

康
平
三
五
二
日
任
寺
務
、
七
十
三
、
寺
務
間
三
年
円

以
人
減
、
七
十
五
、

治
腐
二
十
一
日
甘
五
日
任
寺
務
、
五
十
七
、
寺
務
川
十

五
年
、
「
イ
本
」
府
平
五
八
月
任
寺
務
、
五
十
三
、
口

承
保
三
六
廿
七
日
入
減
、
六
十
七
、
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廿

斎ミ白

5権河
芋僧
正義
続
>>-t" 
範

長
保
三
八
十
七
日
任
寺
務
、
六
十
八
、
寺
務
間
三
年
、

応
徳
三
十
月
十
九
日
入
減
、
七
十
八
、
斎
院
長
官
平

以
成
山
品
、

廿

九

三

「

法

印

前

大

僧

都

済

尋

云
承
保
五
年
任
、
」

ロ

ロ

号

波

温

法

印

品
川
祉
法
印

大

他

都

頼

慈

鮒

自主法
川務

豆大
同僧
正号
Ri 
花

覚堅
信面

It十

大~ .白
磁羽
卿企~I費
大1 島岐

綿僧
永il=号
相ム』花

子 体

永院
縁

二

度

号

中

僧
正

坐

ミ

法

印

大

僧

都

玄

党

対
五

E
m岐

憎
刷
岐
号
賞
ロ
法
印

叫川四
E

法

印

大

僧

都

経

尋

対
五
ミ

「

玄

覚
」

lIt 

IJ!ミ ニ
岐 I!
僧

正長
経

隆豊
覚局

f汁蹴
七岐
近苦
術

院権且
大法
僧告
都目

覚
誉

近

衛

院

号

ロ

学

坊

対
八
主

権

大

僧

都

覚

晴

叫川
九
ミ

「
隆
覚
」

四
十
二近

会議術
僧
正

詰
憎

正

紙

回
十

Eミ記
長

法
務
大詰
f台山
正
耳芋

範

寛
治
三
三
六
任
寺
務
、
六
十
四
、
嘉
保
二
二
十
五
寺

務
執
行
七
年
口
口
口
十

一
年
、
間
三
廿
九
日
除
別
当

所
紛
取
印
鐙
了

県
利
二
人
廿
自
任
寺
砧
折
、

三
十
六
、
子
時
法
印
、
情

大
俳
都
、
寺
務
問
廿
一
年
、
保
安
二
五
八
日
入
滅
、

五
十
七
、

保
安
二
六
十
七
日
経
寺
務
、
七
十
七
、
寺
務
間
五
年

或
回
、
天
暦
二
四
五
日
入
減
、

七
十
八
、

「
治
ノ
鋲
」

天
治
二
十
廿
六
日
佳
品
寸
務
、
廿
七
、
寺
務
間
五
年
波

四
年
、
大
治
四
十
二
廿
五
日
勅
助
、
此
問
権
上
聞
出
品市

俊
寺
務
執
行
、

「
イ
四
」
「
門

U
云々
一一」

l
l白

大
治
五
る
十
四
日
佳
寺
務
問
、
円

U
、
寺
務
間
三
年

妓
四
年
、

!長
承
一
冗
六
月
日
入
減
、
l

対
十
三
、

年係
国延7
月四ユ
八十三
日廿
修九
学日
者任

綾寺
宍務
11、ム戸

執2
Tて七

耳E
~i: 
:z:;; 
同
五

保
延
五
十
二
十
五
日
佳
品
寸
務
、
七
十
二
、
寺
務
附
七

年
、
久
安
三
十
二
廿
四
日
入
減
、
七
十
四
、
或
記
去

倫
筒
大
楽
院
銭
授
印
鐙
了
、

久
安
三
二
十
三
日
佳
寺
務
、
五
十
八
、
寺
務
口
二
年、

同
=
一
年
五
月
十
七
日
入
減
、
子
後
三
ヶ
月
不
後
補
長

官
民
、
的
上
座
信
実
法
僑
執
行

保
元
二
十
八
任
寺
務
、
四
十
口
、
寺
務
間
十
二
年
、

長
覚
二
十
七
日
被
執
流
罪
伊
豆
回
、
「
始
名
党
経
、
」

「
イ
元
」

長
克
二
六
月
任
寺
務
、
六
十
四
、
子
時
法
印
、
寺
務

間
十
年
、
承
安
四
年
四
月
九
日
入
滅
、
七
十
四
、

四
十
中二前
納ミ倉
官

室権
子{自主
正霊

党
珍

同

四
十
三
宮

梅

宮目
教
縁

高
倉

四
十
四
苦

権
僧号
正良

玄
縁

後
内
局
羽
号
菩
提
山
本
町

四

十

宅

、

法
務

大

僧

正

信

円

四
十
少六後
納宅島
宵羽

型機
芋僧
正2
llt 
覚段
愈

同

四
十
七

仇権
基僧
子正長
室
範
ー歩幅

J-、

同【

権ーと
僧正S
正
自
雅日
縁塁

帆叫仲仲院

口
口

四
十
九

二

度

号

段
初

-a
衆
院

権

僧

正

良

円

五
十

「
雅
縁
」

聞
剛
徳
院
号
室
術
院

五
十
一

前

橋

僧

正

信

憲

五
十

「
雅
縁
」

後
堀
川
号
西
唐
主

権

僧

正

範

円

同

号

大

来

院

後

苔

岨

梶

山

法

務

大

僧

正

実

尊

五

権皮
学僧
長正号

実重
信肌
菩
賢
寺
殿

承
安
二
八
月
廿
三
日
経
寺
務
、
寺
務
二
年
、
七
十
五
、

安
元
日
十
廿
四
日
入
減
、
七
十
二
、

安
一
冗
元
十
一
七
日
戎
八
日
佳
品
寸
務
、
寺
務
五
年
、
治

承
=
一
四
十
三
日
入
減
、
四
十
八

治
承
三
四
廿
六
日
竣
甘
九
日
任
寺
務
、
寺
務
二
年
、

同
四
年
十
二
廿
五
日
入
減
、
六
十
八
、

治
承
五
亙
廿
丸
日
寺
務
、
寺
務
問
九
年
、

廿
丸
、
文

リ
泊
五
五
十
六
日
御
辞
退
之
時
権
僧
正
、

文
リ
泊
五
五
廿
八
径
寺
務
‘
五
十
九
、
寺
務
口
七
年
、

治
久
六
十
=
甘
穴
日
辞
退
、
八
十
二
、
入
減
了、

日廿注
入六久
滅日大
下十
1句ニフ
ロ廿ユ
口五乙
彼自
口径
吉寺
曾務
口
口/1:'
口京
口都
口令
口挙
六行
月
一同

建
久
九
十
二
廿
日
於
京
脇
佳
寺
務
、
廿
二
日
下
向
口
、

篠
宮
嘗
了
、
子
時
法
印
大
僧
郎
、
六
十
剛

、

述
永
二
正
廿
二
日
任
寺
務
、
廿
九
、
承
元
二
二
月
六

日
辞
退
、

建
保
元
十
二
四
日
経
寺
務
、
同
五
年
十
二
七
日
鮮
明
晶
、

七
十
四
、

内

H
応
二
二
十
日
経
寺
務
、
六
十
口
、
故
大
他
都
党
長

第
三
弟
子
、

高
保
二
七
三
日
経
寺
務
、
四
十
七
、
寛
笹
二
三
月
九

日
続
退
、
嘉
納
二
二
十
九
日
入
減
、
五
十
七
、

八寛
白書
鉾二
退三

立す
一回
目」

佳
寺
務

十
口

氏
氷

:n:: 

十
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主権I!l:
音僧
院7τ
司F;.ll..号
千 束
悶北

云院

四

条

院

二

度

禅

定

院

法
印
大
僧
都
円
実

U 1長

信型産
子f{主

僧
正，_._ 
疋

玄

{
4
紙
日
)

後

深

草

院

号

光

明

院

前
権
僧
正
覚
遍

!日l
器椛
字僧
正芸
ロ
公院
縁

権
僧
正

親
縁

盛岡

壁椛
s僧
刀士号
~仏

地
良院
lJlt 
:lllL 

同

一一
度

号

大

染

院

前
権
僧
正
尊
信

少向
1目-)::J:
r.B ， ..... 

号
東
光
院

印

頼

円

良
兼
身
弟

同

号

法

袋

院

権

僧

正

案

性

fIl. 
山権云
師僧'え

斐正
多号

{言z
亨日百草
原

2法長

号
光
明
院

印

性

誉

「
究
喜
四
年
歎
」

内
H
永
元
三
九
日
任
寺
務
、
五
十
八

大
染
院

「
イ
囚
」

文
暦
二
三
二
日
任
寺
務
、
廿
二
、
寺
務
問
九
年
、
党

一
冗
々
年
十
二
日
九
日
辞
退
口
、
光
明
峯
寺
殿
山
品
云
々
、

党
元
二
正
一
日
子
刻
寺
務
之
出
被
仰
了
、
二
日
被
波

印
鐙
了
、
七
十
、
イ
四

{
五
治
一
冗
十
二
廿
八
日
任
寺
務
、
七
十
=
一
、
都
波
印
銭

東
院
、

山
組
長
二
正
廿
目
立
下
、
問
甘
ヒ
目
白
波
印
同
組
於
東
室
、

f目於l.Il
正校長
、室五
些坊十
7c一

冗間十
年七五
八年夜

主十被
日月立
甲十下
会九 、
内日間

七普士
訪日
て幸被
、渡

貨印
大経

泌
H
M
八
二
廿

一
目
立
下
、

六
十

正
一
冗
々
年
十
一
十
九
日
立
下
、
仙
川
二
、
文
永
三
四
四

日
降
退
、

「
ィ
七
月
二
日
」

文
永
三
六
廿
九
日
宣
下
、
五
十
三
、
同
五
年
十
一
月

け
九
日
辞
退
、

文
永
五
十
二
廿
七
目
立
下
、
五
十
四
、
同
十
年
四
月

十
六
日
辞
退
、
奉
納
印
銭
、
新
寺
務
被
瞥
見
参
之
衆

中
也
、
笹
其
例
者
敗
、

文
永
十
四
十
六
日
宣
下
、
廿
七
、
同
廿
一

日
辰
刻
被

波
印
鐙
於
一
d

衆
院
、
建
治
元
年
十
二
月
晦
臼
後
辞
退
、

建
治
二
七
十
八
日
、
六
十
一
、
同
年
十
一
廿
九
日
任

指
僧
正
、
同
三
年
十
二
廿
八
回
線
近
、

(S
祇
目
措
半
}

(9
紙
目
)

向

六

度
号
大
乗
院
大
口
三
味
院

権

僧

正

慈

信

同

号

中
間
院

権

僧

正

玄

雅

円岡

常権
正僧

2正2
車E
宗院

'懐

伏

見

号

勝

嗣

削

除

同

法

印
権
僧
正
尊
清

伏
見
院

号
訟
林
院

権
僧
正

実
懐

問

号

西

市

院

権

僧

正

顕

覚

司問

自権
制自
己正Z
本事

長院
4陵

E2 問
百権
埜僧
巴7下号
ι ー北

成

長聖
↑佐肌

日阿

古権
重僧
巴正芸

円院
兼

問

権
僧
正

孝
憲

問
紙
目
}

同

法
院
権芝「
大量車
僧院長
正」
都
覚
ミ雅家

号
修
削
除

権

僧

正

実

恵

関
白
経
嗣

弘
安
四
四
六
日
立
下
、
廿
五
、
同
十
月
四
日
依
神
木

入
治
伴
退
、
同
九
年
五
月
廿
三
回
転
任
大
僧
正
、

仙川、

弘
安
五
十
二
十
九
日
任
寺
務
、
六
十
口
、
同
六
年
十

月
日
辞
退
、

弘
安
六
十
廿
七
目
立
下
、
六
十

一
、
同
十

一
四
日
後

波
印
鐙
於
修
南
段
云
々
、

正
応
一冗
五

H
八
日
宮
下
、
五
十
四、

同
二
年
六
月
十

日
被
波
印
鐙
於
修
術
院
、

正
応
二
八
十
八
日
立
下
、
五
十
伍
、

正
応
三
六
十

一
日
立
下
、
五
十
七
、
同
五
年
三
月

日
入
滅
、

二
日
辞
退
、
印
鐙
事
納
、

(中
略
、

5
1
7
紙
目
及
ピ
8
紙
目
前
半
ヲ
略
ス
)

明
徳
四
発
西
正
月
十
六
日
成
下
刻
於
怯
林
院
三
度
長

者
笠
徴
収
之
、
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応
氷
ニ
乙
亥
二
十

一
月

H
凶
日
於
北
波
澄
院
三
度
長

者
立
被
取
之、

応
永
四
丁
丑
八
月
八
日
於
東
北
院
三
度
長
者
立
彼
取

之、至
徳
元
年
甲
子
十
二
月
廿
五
日
於
東
口
口
三
度
長
者

笠
綾
取
之
司

至
徳
四
年
了
卯
正
月
甘
八
日
於
西
開
院
三
度
長
者
立

被
淑
之
、

応
永
七
使
市
川
三
月
十
六
日
於
修
階
段
三
度
回
訳
者
立
被

取
之
、



日
紙
目
}

EZ 阿
古僧
経

旦正支
E骨
孝院

円

コ関
ノ白{宙
開l経

三里正
監号
と 田1I!
~ ~i' r~ 
持 母 院
入
ス
Jレ
~è 
号
7 

同

号

法

窓

院

僧

正

案

照

「
関
白
縫
嗣
」

同

号

西

剛
院
東
浄
興
院

権

僧

正

隆

俊

「
関
白
経
嗣
」

同

号

一

衆

院

法
印
大
僧
都
良
兼

「
関
白
忠
嗣
」

同

号

怒

川島
院

権

僧

正

兼

党

「
関
白
経
教
』
(
7
?
)
 

同

日権一
皇僧雇

=E正
7 号
) 光裏
1¥尭叫

ロH
R
目

戸l
函権
皇僧
{EE I下号
7ど品~!1.

7 地
) 孝院

俊

体

光

号

背骨多
院

僧

正

空

昭

「
関
白
浦
敏
」

同

号

伝

持
続

権

僧

正

光

雅

「
関
白
浦
敏
」

応
永
九
壬
午
五
月
四
日
於
禅
定
院
三
度
長
者
宜
抜
取

之
、
四
月
廿
九
目
立
下
、

応
氷
十
二
年
乙
酉
十
二
月
十
八
日
夜
於
東
宝
三
度
長

者
立
被
蹄
取
之
、

〔

X
七〕

応
永
十
八
年
二
月
五
日
於
法
雲
院
三
度
長
者
立
後
取

ウ
~
、

応
氷
十
四
丁
亥
二
月
十
八
日
夜
於
西
南
院
三
度
円
訳
者

立
被
取
之
、

応
永
十
五
九
月
日
夜
鈴
一
衆
院
三
度
長
者
立
被
取
之
、

応
永
十
九
年
十
二
月
廿
三
日
夜
於
慈
恩
院
三
度
長
者

立
彼
取
、

応
永
サ
-
五
廿
八
日
於
東
院
被

m取
三
度
長
者
室
、

五
十
四
欺
、

応
永
世
十
二
月
一
旦
下
、
四
十
九
、

応
永
一
廿
六
年
任
寺
務
、
同
三
十
年
十
二
月
朔
日
入
潟
、

応
永
廿
丸
年
二
月
十
二
日
立
下
、
六
十
二
、
間
三
十

四
年
四
月
廿
八
日
入
減
、
六
.
十
七
、

日
経
目

岡

高橋
白{国
持?且

主~晶
成

陸型
雅同

同

僧

号
竹
林
院

正

乗

雅

同

二

度

号

大

乗

院

僧

正

経

覚

同

号

一

来

院

大
僧
都

昭
円

当

今

号

M
E
洞
院

権

僧

正

兼

昭

ロ

ロ

号

奮

厳

錠

大

僧

都

党

雅

同

号

東

門

院

光

明

院

法
印
権
大
他
都
隆
秀

同

号

法

察

院

法
印
権
大
僧
都
実
意

問

号

東

北

院

法
印
権
大
僧
都
俊
円

同

号

慈

恩

院

権

僧

正

兼

暁

向

号

伝

林

院

権

僧

正

貞

兼

「向

型機
副首
旦正号
西

重臣
党問

--， ~品
目権今
暴{首
旦正号
m 
良型
雅同

応
永
仙
川
一
年
径
寺
務
、
品川七、

応
氷
品川
二
年
十
二
月
廿
二
目
立
下
、
五
十
、
永
亨
元

年
十
月
甘
八
日
逝
去
、

応
永
品川
三
二
月
七
日
宣
下
、
品
川
二
、
同
十
二
日
於
侮

定
院
後
間
取
三
度
長
者

2
m期、

応
永
叫
川
五
三
月
廿

8

2
下
云

、々

但
大
乗
院
未
静

退
之
間
口
以
後
可
彼
成
長
者
宣
之
由
被
仰
、
同
壬

三
月
十
一
日
於
一
染
院
三
度
長
者
笠
後
制
取
之
、

永
事
七
十
二
月
廿
穴
目
立
下
、
五
十

水
事
八
九
月
三
目
立
下
、
向
十
四
日
於
北
成
壇
院
=

皮
之
刊
訳
者
山
以
後
制
収
之
‘

也立永
、於享

東九
1"1十
院二
111十
lC{二
之目
、径

凡寺
人務
直
径向
寺十
務ニ
末日
I~三
之度
次長
自問者

嘉
吉
元
永
事
十
三
年
七
月
立
下
、

宝
億
二
年

入
滅
、

玄
徳
二
年
入
減
、

宝
徳
二
年
成
午
、
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